
令和８年４月３日
埼玉県警察本部交通総務課

高齢者交通安全ニュース

16歳以上が対象

交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険、迷惑となる

悪質・危険な違反が取締りの対象となります。※令和８年４月から導入開始

遮断踏切立入り 自転車制動装置不良

■青切符の一例■

通行区分違反
（右側通行等）

自転車は、原則、車道の左側端を走行します。
しかし、次のようなときは歩道通行が可能です。

①道路標識や道路標示で歩道を通行することができる
とされているとき

②13歳未満の子供や70歳以上の高齢者又は一定の身体障害
を有する方が運転するとき

③車道又は交通の状況に照らして通行の安全を確保するために
歩道通行がやむを得ないと認められるとき

警察庁が公開した「自転車ポータルサイト」です
自転車の交通ルール、取締りの基本的な考え方など
が掲載されています。

歩道の中央から車道寄りの部分を徐行（直ちに停止できる速度）
します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止です！

5,000円

※警察庁交通局発行「自転車ルールブック」から一部抜粋

信号無視

携帯電話使用等(保持)

12,000円
7,000円 5,000円

指定場所一時不停止等

車道が原則、左側を通行

歩道通行について

6,000円

※普通自転車が適用

6,000円

令和８年４月号

自転車の交通違反に「青切符 」が導入（交通反則通告制度）
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